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Ë

洗
面
設
備

Ì

便
所

Í

そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
必
要
な
設
備

b

日
照
、
採
光
、
換
気
等
利
用
者
の
保
健
衛
生
、
防
災
等
に
つ
い
て
十
分
配
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

c

夜
間
の
時
間
帯
を
通
じ
て
、
生
活
支
援
員
が
一
人
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

]

精
神
障
害
者
退
院
支
援
施
設
加
算
ó
を
算
定
す
べ
き
場
合
の
施
設
基
準

^

\
の
^

か
ら
b

ま
で
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

_

夜
間
の
時
間
帯
を
通
じ
て
、
宿
直
勤
務
を
行
う
職
員
が
一
人
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

五

指
定
就
労
移
行
支
援
の
施
設
基
準

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
13
の
９
の
精
神
障
害
者
退
院
支
援
施
設
加
算
を
算
定
す
べ
き
介
護
給
付
費
等
単
位
数

表
第
13
の
１
の
注
３
に
規
定
す
る
指
定
就
労
移
行
支
援
事
業
所
等
の
施
設
基
準

イ

精
神
障
害
者
退
院
支
援
施
設
加
算
ò
を
算
定
す
べ
き
場
合
の
施
設
基
準

前
号
ロ
の
\
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

精
神
障
害
者
退
院
支
援
施
設
加
算
ó
を
算
定
す
べ
き
場
合
の
施
設
基
準

前
号
ロ
の
]
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

六

指
定
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
の
施
設
基
準

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
サ
ー
ビ
ス
費
ò
を
算
定
す
べ
き
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
15
の
１
の
注
２
に
規
定
す
る
指

定
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
事
業
所
等
の
施
設
基
準

当
該
指
定
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
事
業
所
等
ご
と
に
置
く
べ
き
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
九
十
九
条
に
お

い
て
準
用
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
指
定
障
害
者
支
援
施
設
基
準
附

則
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
職
業
指
導
員
及
び
生
活
支
援
員
の
総
数
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
前
年
度
の

利
用
者
の
数
の
平
均
値
を
七
・
五
で
除
し
て
得
た
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

]

居
宅
介
護
等
（
一
日
に
つ
き
十
二
時
間
を
超
え
る
範
囲
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。）が
行
わ
れ
る
時

間
数
を
次
の
^

か
ら
`

ま
で
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
合
計
し
そ
れ
ぞ
れ
を
四
時
間
で
除
し
た
数
に
そ
れ
ぞ
れ
^

か
ら
`

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数
を
乗
じ
て
得
た
単
位
数
を
合
計
し
た
単
位
数

^

日
中
に
行
わ
れ
る
場
合

六
百
八
十
二
単
位

_

夜
間
に
行
わ
れ
る
場
合

六
百
八
十
二
単
位
の
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
単
位
数
を
六
百
八
十
二
単
位

に
加
算
し
た
単
位
数

`

深
夜
に
行
わ
れ
る
場
合

六
百
八
十
二
単
位
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
単
位
数
を
六
百
八
十
二
単
位
に

加
算
し
た
単
位
数

ロ

短
期
入
所

一
日
に
つ
き
八
百
九
十
単
位
。
た
だ
し
、
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十

号
）
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
支
給
決
定
障
害
者
等
で
あ
る
利
用
者
に
対
し
て
行
わ

れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
一
日
に
つ
き
六
十
八
単
位
を
加
算
す
る
。

ハ

共
同
生
活
介
護

一
日
に
つ
き
四
百
四
十
四
単
位
に
九
十
七
単
位
を
加
算
し
た
単
位
数

二

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
８
の
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
支
給
決
定
し
た
単
位
数
は
、
一
週
間
又
は
四
週
間
当
た
り
に
指
定
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
と
し
て
提
供
さ
れ

る
一
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
に
応
じ
て
算
定
さ
れ
る
一
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め

る
単
位
数
の
合
計
数
を
一
週
間
当
た
り
に
提
供
さ
れ
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
単
位
数
を
算
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
七
、
四
週
間
当
た
り
に
提
供
さ
れ
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
単
位
数
を
算
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
二
十
八
で
除

し
て
得
た
単
位
数
と
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
五
十
二
号

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の

額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

柳
澤

伯
夫

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
等

一

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用

の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
三
号
）
別
表
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表

（
以
下
「
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
」
と
い
う
。）第
８
の
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
の
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
は
、
一
月
当
た
り
に
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一
号
）
第

百
二
十
六
条
に
規
定
す
る
指
定
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
（
以
下
「
指
定
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
」
と
い
う
。）と

し
て
提
供
さ
れ
る
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
合
計
数
と
す
る
。

イ

居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
、
行
動
援
護
、
生
活
介
護
、
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
自
立
訓
練
、就
労
移
行
支
援
、

就
労
継
続
支
援
又
は
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
附
則
第
二
十
条
に
規
定
す
る
旧

法
施
設
支
援
（
通
所
に
よ
る
も
の
に
限
る
。）（
以
下
「
居
宅
介
護
等
」
と
い
う
。）
次
の
\
及
び
]
を
合
計
し
た

単
位
数

\

居
宅
介
護
等
（
一
日
に
つ
き
十
二
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。）が
行
わ
れ
る

時
間
数
を
次
の
^

か
ら
`

ま
で
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
合
計
し
そ
れ
ぞ
れ
を
四
時
間
で
除
し
た
数
に
そ
れ
ぞ
れ

^

か
ら
`

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数
を
乗
じ
て
得
た
単
位
数
を
合
計
し
た
単
位
数

^

日
中
（
午
前
八
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。
]
に
お
い
て
同
じ
。）に
行
わ
れ
る
場
合

七
百

単
位

_

夜
間
（
午
後
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。
]
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
早
朝
（
午
前
六
時
か

ら
午
前
八
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。
]
に
お
い
て
同
じ
。）に
行
わ
れ
る
場
合

七
百
単
位
の
百
分
の
二
十
五

に
相
当
す
る
単
位
数
を
七
百
単
位
に
加
算
し
た
単
位
数

`

深
夜
（
午
後
十
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。
]
に
お
い
て
同
じ
。）に
行
わ
れ
る
場
合

七
百

単
位
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
単
位
数
を
七
百
単
位
に
加
算
し
た
単
位
数

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
五
十
三
号

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平

成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一
号
）
第
百
七
十
一
条
、
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
十
二
条

及
び
第
百
四
十
四
条
並
び
に
附
則
第
三
条
第
二
項
及
び
附
則
第
四
条
第
一
項
並
び
に
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指

定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
二
号
）
附

則
第
三
条
第
一
項
並
び
に
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
四
号
）
附
則
第
二
条
第
二
項
及
び
附
則
第
三
条
第
一
項
並
び
に
障
害
者
自
立

支
援
法
に
基
づ
く
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
七
号
）

附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
百
七
十
一
条
並
び
に
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
十
二
条
及
び
第

百
四
十
四
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
第
一
号
（
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行

令
附
則
第
十
一
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
三
十
六
号
）
第

二
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
つ
い
て
は
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
、

第
一
号
（
同
告
示
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。）に
つ
い
て
は
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

柳
澤

伯
夫

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

第
百
七
十
一
条
並
び
に
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
十
二
条
及
び
第
百
四
十
四
条
に
規
定
す

る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
等

一

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準（
平

成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一
号
。
以
下
「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。）第
百
七
十
一
条
並

び
に
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
二
十
二
条
及
び
第
百
四
十
四
条
に
規
定

す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
附
則
第
十
一
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働

省
告
示
第
五
百
三
十
六
号
）
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者

二

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
附
則
第
三
条
第
二
項
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事

業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
四
号
。
以
下
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

基
準
」
と
い
う
。）附
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用

の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
三
号
）
別
表
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表

（
以
下
「
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
」
と
い
う
。）第
４
の
１
の
注
２
に
定
め
る
者
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